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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導電性の機械的相互接続要素（１２）を製造する方法であって、
ｉ）金属材料の前駆物質である化合物の電解液（１）を電解セル（ＣＥ）に入れるステッ
プと、
ｉｉ）直線状貫通孔の実質的に規則的な配列を提示する多孔質膜（３）で被覆された少な
くとも１つの面を有する伝導性基板（２）を、前記電解液中に浸漬するステップと、
ｉｉｉ）前記または各々の多孔質膜に対向し、前記多孔質膜から間隔を空けて配置された
電極（５）を提供するステップと、
ｉｖ）前記基板を発電機（６）の負の端子へ接続してカソードを構成し、前記電極を前記
発電機の正の端子へ接続してアノードを構成し、前記膜の前記孔を介して前記基板の表面
上で前記金属材料の電解堆積を実行するステップと、
ｖ）前記多孔質膜を溶解して、前記金属材料から作られて前記基板（２）の表面から突出
するサブミクロン直径の複数のワイヤ（２ａ）を備える構造（１０）を解放するステップ
と、から成る段階を含み、
ｖｉ）２つの前記構造の一方が他方へ押圧された場合に、前記ワイヤが相互に貫入および
絡み合う結果として、２つの前記構造間で作用する接着力が増加するように、前記ワイヤ
（２ａ）の部分的溶解を制御して前記ワイヤの直径を低減する追加のステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
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前記多孔質膜（３）はセラミック材料から作られる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記多孔質膜（３）はアルミナから作られる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記多孔質膜（３）は、１０７／ｃｍ２から１０１０／ｃｍ２の孔密度を提示する、請求
項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記ワイヤは、５ｎｍから３００ｎｍ
の直径を提示する、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記ワイヤ（２ａ）は、２００ｎｍか
ら２００μｍの長さを提示する、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記多孔質膜（３）は、１０９／ｃｍ２の孔密度を提示する、請求項１～３のいずれかに
記載の方法。
【請求項８】
前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記ワイヤは、１０ｎｍから２００ｎ
ｍの直径を提示する、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記ワイヤ（２ａ）は、５００ｎｍか
ら１００μｍの長さを提示する、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記相互接続要素（１２）は０．５か
ら０．９の多孔率を提示する、請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
前記金属材料は、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ａｇ
、Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｉ、およびＬｉ、ならびにこれら金属の合金の中から選択される
、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
前記金属材料は、単一の材料から作られた相互接続構造を得るために、前記伝導性基板（
１）を構成する材料と同じである、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
制御された部分的溶解の前記ステップは電解溶解方法である、請求項１～１２のいずれか
に記載の方法。
【請求項１４】
制御された部分的溶解の前記ステップを、前記金属材料を酸化させてその酸化生成物を溶
解させる溶液に前記構造を浸漬することによって実行する、請求項１から１２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１５】
前記伝導性基板（１）は、マイクロ電子チップ（２００）上の金属メッキ区域によって構
成される、請求項１～１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
前記伝導性基板（１）は、プリント回路上のトラックまたは金属メッキ区域によって構成
される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記機械的相互接続要素（１２）は、電気接続も提供する、請求項１５または１６に記載
の方法。
【請求項１８】
機械的相互接続を作る方法であって、
請求項１～１７のいずれかに記載の方法によって、２つの相互接続要素（１２、１２’）
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を製造することと、
前記要素の表面から突出する前記ナノメトリックワイヤが相互に貫入および絡み合うよう
にするために、前記相互接続要素を対向させて配置して、一方の前記要素を他方の前記要
素へ押圧することと、
から成るステップを含む方法。
【請求項１９】
前記相互接続要素（１２、１２’）が、２０ＭＰａから１００ＭＰａの圧力で相互に対向
して押圧される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
機械的および電気的に相互接続された複数のマイクロ電子チップ（２００、２１０、２２
０）のスタックによって構成された３次元マイクロ電子デバイスを製造する方法であって
、前記チップ間の少なくとも１つの機械的相互接続が、請求項１８または１９に従って作
られることを特徴とする方法。
【請求項２１】
前記マイクロ電子チップを接続する機械的相互接続要素（２３、２４、２５、２６）の少
なくとも幾つかが協同して、冷却流体の循環で漏れを生じないチャネル（３０）を形成す
る、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
機械的および電気的に相互接続されたマイクロ電子チップ（２００、２１０、２２０）の
スタックを備える３次元電子デバイスであって、前記スタック内の隣接するチップが、そ
れらチップの対向する面において、金属メッキ区域およびこれらの区域から突出するサブ
ミクロン直径の複数のワイヤを備えて対向する相互接続要素（２２、２２’、２３、２４
、２５、２６）を提示することと、相互に貫入および絡み合う前記相互接続要素のワイヤ
によって前記チップが相互接続されることと、前記相互接続要素（２３、２４、２５、２
６）の少なくとも幾つかが、並列ストリップの形態であり、当該並列ストリップが、必ず
しも直線状ではなく、冷却流体を循環させる少なくとも１つの管（３０）を画定する漏れ
を生じない壁を構成するように、前記チップを一方の側から他方の側へ横断する、ことと
を特徴とする３次元電子デバイス。
【請求項２３】
サブミクロン直径の前記ワイヤの密度は、１０７／ｃｍ２から１０１０／ｃｍ２である、
請求項２２に記載の３次元電子デバイス。
【請求項２４】
前記ワイヤは、５ｎｍから３００ｎｍの直径を提示する、請求項２２または２３に記載の
３次元電子デバイス。
【請求項２５】
前記ワイヤは、２００ｎｍから２００μｍの長さを提示する、請求項２２から２４のいず
れか一項に記載の３次元電子デバイス。
【請求項２６】
サブミクロン直径の前記ワイヤの密度は、約１０９／ｃｍ２である、請求項２２に記載の
３次元電子デバイス。
【請求項２７】
前記ワイヤは、１０ｎｍから２００ｎｍの直径を提示する、請求項２２または２３に記載
の３次元電子デバイス。
【請求項２８】
前記ワイヤは、５００ｎｍから１００μｍの長さを提示する、請求項２２から２４のいず
れか一項に記載の３次元電子デバイス。
【請求項２９】
前記相互接続要素（１２）は、０．５から０．９の多孔率を提示する、請求項２２から２
８のいずれか一項に記載の３次元電子デバイス。
【請求項３０】
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サブミクロン直径の前記ワイヤは、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｕ、
Ｐｄ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｉ、およびＬｉ、ならびにこれら金属の合金の
中から選択された金属材料から作られる、請求項２２から２９のいずれか一項に記載の３
次元電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性の機械的相互接続要素を製造する方法、および機械的相互接続を作る
方法に関する。
【０００２】
　本発明は、特にエレクトロニクスの分野に適用される。
【背景技術】
【０００３】
　エレクトロニクスでは、導電性の機械的相互接続を作ることが常に必要である。これは
、マイクロ電子チップのピンをプリント回路上のトラックまたは金属メッキ区域に接続し
て、エレクトロニクスカードを作る場合に特に当てはまる。
【０００４】
　典型的には、そのような電気的および機械的接続は、はんだ付けまたは熱圧着によって
作られる。それら従来の手法は、多くの欠点を提示する。第１に、それらは高温の使用を
必要とし、これは壊れやすい電子部品を損傷し得る。第２に、それらは容易に分解されな
い。残念ながら、テスト、修理、および／または置換する目的のために、エレクトロニク
スカードのチップを取り外して置換できることが、しばしば重要となる。
【０００５】
　相互接続の問題は、例えばチップまたは小型プリント回路等の平面デバイスを積み重ね
て相互接続することによって３次元集積を実行する電子部品の場合に、特に厳しい。一旦
そのようなアセンブリが作られてしまうと、アセンブリを作り上げている平面要素を破壊
することなくアセンブリを分解することは、一般的に不可能である。
【０００６】
　欧州特許出願公開第１５８３１４６号明細書は、ナノ構造の相互接続要素を開示してい
る。この相互接続要素は金属表面によって構成され、サブミクロン直径の伝導性ワイヤ（
「ナノワイヤ」）がこの金属表面から突出している。機械的および電気的相互接続は、一
方の前記表面を他方の表面へ圧着することによって作られる。これがナノワイヤを相互に
絡ませ、これによって前記表面間に結合を作り出す。このようにして得られた相互接続は
、単に十分な牽引力を加えることによって元に戻され、新しい圧着工程によって相互接続
が再び確立され得る。
【０００７】
　欧州特許出願公開第１５８３１４６号明細書は、そのような相互接続要素の製造を可能
にする方法を詳細に記載しておらず、その内容は、単に先行文献である米国特許第６１８
５９６１号明細書を引用しているに過ぎない。
【０００８】
　この文献は、表面から突出する複数の金属ナノワイヤを製造する方法を記載しており、
この方法は、ガラスから多孔質母材を製造するステップと、気化または噴霧によって貴金
属の層を前記母材の１つの面上に堆積するステップと、母材の孔において電気化学的堆積
によってナノワイヤを製造するステップと、母材を溶解して、得られるナノ構造金属要素
を解放するステップとを含む。この方法は、非常に複雑で費用がかかる。特に、母材を製
造および金属メッキするステップに関してそうである。更に、噴霧または気化によって導
電性薄膜を堆積するステップの必要性が、使用可能な物質の範囲を限定する。例えば、銅
だけでナノ構造を作ることが可能であるわけではない。
【０００９】
　表面から突出する複数の伝導性ナノワイヤによって構成された構造を製造する他の方法
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は、従来技術で公知である。しかしながら、ナノワイヤを相互に絡ませることによって機
械的相互接続を作るためには、これらの構造は不適切であることが見出されている。
【００１０】
　例えば、Ｓ．Ｆｉｅｄｌｅｒらによる論文、「Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｅｔａ
ｌｌｉｃ　ｎａｎｏ－ｌａｗｎ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｆｏｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｉｎ　ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｃｋａｇｉｎｇ」は、電解方法によっ
てそのようなナノ構造を製造する方法を記載しており、この方法は、米国特許第６１８５
９６１号明細書に記載の方法と概ね類似するが、相違は、ガラス母材が高分子膜によって
置換され、粒子を高分子膜へ衝突させることによって孔が形成されることにある。この方
法の欠点は、そのようにして得られた孔（従って、孔に堆積されるナノワイヤ）が直線状
ではなく、その配置がランダムであることである。その方法では、満足な相互接続を達成
し得ないことを経験が示している。最良の場合、この方法は、マイクロ電子チップまたは
プリント回路の金属メッキ区域上にナノ構造を作り出し、これによって、はんだ付けによ
るナノ構造の接続を一層容易にする。
【００１１】
　国際公開２００６／１２３０４９号は、基板の表面から突出する複数の金属ナノワイヤ
によって構成されたナノ構造を製造する更に他の方法を開示している。この方法も同様に
、電気化学的堆積によって、犠牲母材の孔にナノワイヤを形成することを提供する。この
方法の独創性は、多孔性セラミック材料、更に具体的にはアルミナから作られた膜によっ
て構成される母材を使用することにある。国際公開２００６／１２３０４９号に記載の方
法は、アルミナ膜の孔が実質的に直線状であり、規則的配列として配列されているため、
有利である。加えて、気化または噴霧によって前記した膜を金属メッキする事前のステッ
プを進める必要はない。
【００１２】
　しかしながら、本願発明者らは、市販の様々な多孔質アルミナ膜を用いて多くのテスト
を実行したにも拘わらず、そのようにして得られた構造が、ナノワイヤの相互貫入および
絡み合いによる機械的相互接続をなし得ないことを観察した。国際公開２００６／１２３
０４９号は、そのような応用を記載していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、相互に貫入および絡み合う伝導性ナノワイヤに基づくタイプの機械的
相互接続要素を作る簡単で安価な方法を提供するために、従来技術の上記欠点を是正する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そのような目的は、導電性の機械的相互接続要素を製造する方法であって次のステップ
を含む方法によって達成され得る。即ち、その方法は、
　ｉ）金属材料の前駆物質である化合物の電解液を電解セルに入れるステップと、
　ｉｉ）直線状貫通孔の実質的に規則的な配列を提示する多孔質膜で被覆された少なくと
も１つの面を有する伝導性基板を、前記電解液中に浸漬するステップと、
　ｉｉｉ）前記または各々の多孔質膜に対向し、前記多孔質膜から間隔を空けて配置され
た電極を提供するステップと、
　ｉｖ）前記基板を発電機の負の端子へ接続してカソードを構成し、前記電極を前記発電
機の正の端子へ接続してアノードを構成し、前記膜の前記孔を介して前記基板の表面上で
前記金属材料の電解堆積を実行するステップと、
　ｖ）前記多孔質膜を溶解して、前記金属材料から作られて前記基板の表面から突出する
サブミクロン直径の複数のワイヤを備える構造を解放するステップと、
を含み、
　ｖｉ）２つの前記構造の一方が他方へ押圧された場合に、前記ワイヤが相互に貫入およ
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び絡み合う結果として、２つの前記構造間で作用する接着力が増加するように、前記ワイ
ヤの部分的溶解を制御して前記ワイヤの直径を低減させる追加のステップを更に含むこと
を特徴とする。
【００１５】
　本発明の具体的実施形態において、
　前記多孔質膜は、セラミック材料、更に具体的には、アルミナから作られてよい。
【００１６】
　前記多孔質膜は、１０７／ｃｍ２から１０１０／ｃｍ２の孔密度、好ましくは、約１０
９／ｃｍ２の孔密度を提示する。
【００１７】
　前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記ワイヤは、５ｎｍから３００ｎ
ｍの直径、好ましくは１０ｎｍから２００ｎｍの直径を提示し、および／または、２００
ｎｍから２００μｍの長さ、好ましくは５００ｎｍから１００μｍの長さを提示する。
【００１８】
　同様に、前記ステップｖｉ）の制御された部分的溶解の後、前記相互接続要素は０．５
から０．９の多孔率を提示する。
【００１９】
　前記金属材料は、次の中から選択されてよい：Ｃｕ、Ｓｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｎｉ、
Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｉ、およびＬｉ、ならびにこれら
金属の合金。好ましくは、前記金属材料は、単一の材料から作られた相互接続構造を得る
ために、前記伝導性基板を構成する材料と同じであってよい。
【００２０】
　制御された部分的溶解の前記ステップは、電解溶解方法であってよい。
【００２１】
　他の形態において、制御された部分的溶解の前記ステップは、前記金属材料を酸化させ
て酸化生成物を溶解させる溶液に前記構造を浸漬することによって実行されてよい。
【００２２】
　前記伝導性基板は、マイクロ電子チップ上の金属メッキ区域によって、或いはプリント
回路上のトラックまたは金属メッキ区域によって構成されてよい。特に、前記機械的相互
接続要素は、電気接続も提供することができる。
【００２３】
　本発明は、機械的相互接続を作る方法も提供する。この方法は、次のステップを含む。
【００２４】
　上記の方法によって、２つの相互接続要素を製造するステップ、および、
　前記相互接続要素を相互に対向させて配置して、一方の前記相互接続要素を他方の前記
相互接続要素へ押圧して、前記要素の表面から突出する前記ナノメトリックワイヤが相互
に貫入および絡み合うようにするステップ。有利には、前記相互接続要素は、２０メガパ
スカル（ＭＰａ）から１００ＭＰａの圧力で相互に対向して押圧されてよい。
【００２５】
　本発明は、機械的および電気的に相互接続された複数のマイクロ電子チップのスタック
によって構成された３次元マイクロ電子デバイスを製造する方法を更に提供する。この方
法は、前記チップ間の少なくとも１つの機械的相互接続が、前述した方法に従って作られ
ることを特徴とする。
【００２６】
　特に有利な態様において、前記マイクロ電子チップを接続する機械的相互接続要素の少
なくとも幾つかが協同して、冷却流体の循環で漏れを生じないチャネルを形成することが
できる。
【００２７】
　本発明は、機械的および電気的に相互接続されたマイクロ電子チップのスタックを備え
る３次元電子デバイスを更に提供する。このデバイスは、前記スタック内の隣接するチッ
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プが、それらチップの対向する面において、金属メッキ区域およびこれらの区域から突出
するサブミクロン直径の複数のワイヤを備えて対向する相互接続要素を提示することと、
相互に貫入および絡み合う前記相互接続要素のワイヤによって前記チップが相互接続され
ることと、前記相互接続要素の少なくとも幾つかが、並列ストリップの形態であって、こ
のストリップは、必ずしも直線状ではなく、冷却流体を循環させる少なくとも１つの管を
画定する漏れを生じない壁を構成するように、前記チップを一方の側から他方の側へ横断
することとを特徴とする。 
【００２８】
　本発明のデバイスの具体的実施形態において、
　サブミクロン直径の前記ワイヤの密度は、１０７／ｃｍ２から１０１０／ｃｍ２にあり
、好ましくは、約１０９／ｃｍ２である。
【００２９】
　前記ワイヤは、５ｎｍから３００ｎｍの直径、好ましくは１０ｎｍから２００ｎｍの直
径を提示し、および／または、２００ｎｍから２００μｍの長さ、好ましくは５００ｎｍ
から１００μｍの長さを提示することができる。
【００３０】
　前記相互接続要素は、０．５から０．９の多孔率を提示することができる。
【００３１】
　サブミクロン直径の前記ワイヤは、以下から選択された金属材料から作られてよい：Ｃ
ｕ、Ｓｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｌ
、Ｓｉ、およびＬｉ、ならびにこれら金属の合金。
【００３３】
　本発明の他の特徴、詳細、および利点は、一例として与えられた添付の図面を参照して
詳細な説明の記載を読むことによって明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の方法のステップｉ）からｖ）までを示す。
【図２】同方法のステップｖｉ）を示す。
【図３Ａ】本発明の方法に従って作られた相互接続要素の上方からの電子顕微鏡観察図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の方法に従って作られた電気的および機械的相互接続の側面からの走査
型電子顕微鏡観察図である。
【図４Ａ－４Ｂ】本発明の方法によって得ることができる機械的相互接続を使用するマイ
クロ電子構造の具体例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の導電性機械的相互接続要素を製造する方法は、２つの段階を備える。図１に図
式的に示される第１の段階は、国際公開２００６／１２３０４９号に詳細に記載されてい
る。
【００３６】
　第１の段階は次のステップを含む。
【００３７】
　ステップｉ）：金属材料の前駆物質である化合物の電解液１を電解セルＣＥに入れる。
典型的には、溶液は１または複数種の金属塩の水溶液または有機溶液である。金属は、具
体的には次のもの、即ち、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｉ、およびＬｉから選択することができる。異なる金属
の塩が使用されるとき、金属が合金中で結合できることを保証するために注意が必要であ
る。具体的な例として、電解液は、ＣｕＳＯ４（１００ｇ／Ｌ（リットル））、（ＮａＨ

４）２ＳＯ４（２０ｇ／Ｌ）、およびジエチレントリアミン（８０ｇ／Ｌ）の水溶液であ
ってよい。
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【００３８】
　ステップｉｉ）：伝導性基板２を前記溶液１に浸漬する。基板は、少なくとも一方の面
が多孔質膜３で被覆され、この多孔質膜３は、直線状貫通孔の実質上規則的な配列を提示
する。伝導性基板２は、「裸の」マイクロ電子チップ上の金属メッキ区域によって、また
は集積回路のトラックによって構成することができる。膜は、好ましくはアルミナから作
られ、数百ナノメートルから数十マイクロメートルの範囲の厚さを提示し、１０７から１
０１０の実質上円筒形の孔（１０９が好ましい値である）を提示し、孔は、実質上均一で
５０ｎｍから５００ｎｍの範囲の直径を有し、規則的な六角形配列として分布する。この
タイプの膜は、供給者Ｗｈａｔｍａｎによって「Ａｎｏｄｉｓｃ」の名称で販売されてい
る。
【００３９】
　他の形態では、他の材料によって構成された膜が使用されてよい。最も重要な点は、そ
れらの膜が直線状貫通孔の実質上規則的な配列を提示することである。現在の技術状態に
おいて、最良の結果はアルミナ膜を用いて得られる。他のセラミック材料、例えば、酸化
チタンＴｉＯ２は、満足度が少なくなるにしても、許容可能な代替物を構成する。
【００４０】
　ステップｉｉｉ）：前記または各々の多孔質膜に対向し、膜から間隔を空けて配置され
た電極５を提供する。例えば、電極は、透過性セルロースシート４によって膜３から間隔
を空けて配置された銅板によって構成されていてよい。
【００４１】
　ステップｉｖ）：前記基板２を発電機６の負の端子に接続してカソードを構成し、前記
電極５を前記発電機６の正の端子に接続してアノードを構成し、これによって、前記金属
材料を、前記膜内の孔を介して基板表面上に電解堆積させるようにする。堆積は、連続的
または律動的に実行され得る。例えば、その方法を実現する１つの手順は、３０分にわた
って、１ｍＡ／ｃｍ２の電流を２５０ミリ秒印加することと、２０ｍＡ／ｃｍ２の電流を
５０ミリ秒印加することとを含むシーケンスを提供する。
【００４２】
　ステップｖ）：前記多孔質膜３を溶解する。例えば、８０℃の水酸化ナトリウムの１モ
ラー（Ｍ）溶液に３０秒間浸漬し、続いてＨ２ＳＯ４（１Ｍ）およびＣｕＳＯ４（１Ｍ）
の水溶液中で１０秒間洗浄する。
【００４３】
　膜３の溶解はブラシ状の構造１０を解放する。構造１０は、前記基板２の表面から突出
するサブミクロン直径の複数の金属ワイヤ（「ナノワイヤ」）２ａによって構成される。
ワイヤ２ａは、膜内の孔の痕跡を構成する。膜の特性は、結果として、ナノワイヤの直径
、密度、および長さを決定する。
【００４４】
　本願発明者らは、市販されている異なる多孔質アルミナ膜を使用して、様々なテストを
実行した。どのような状況のもとでも、本願発明者らは、この方法により得られた２つの
構造を対向して配置した後に共に押圧することによっては、十分な強度の電気および機械
的相互接続を達成することができなかった。
【００４５】
　意外なことに、本願発明者らは、制御された部分的溶解の追加ステップ（ステップｖｉ
））によって、ナノワイヤが前もって薄くされるならば、良好な電気および機械特性を提
示する相互接続を得ることができることを観察した。この部分溶解ステップの後の、これ
ら「ブラシ」のより大きくなった多孔率が、ナノワイヤのより良好な相互貫入を可能とし
、従って、一方の構造が他方の構造へ押圧される２つの構造間で、より密接な接触を達成
するように思われる。
【００４６】
　この制御された溶解は、様々な方法により、特に電流または強制バイアスを用いて或い
は用いることなく実行することができる。「無電解」と呼ばれる電流または強制バイアス
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を用いない方法は、図２に示されるように、単に構造１０を溶液１１に浸漬することによ
って実行される。溶液１１は、ナノワイヤを構成する金属が、制御されたやり方で溶解さ
れることを可能にする。溶液は、金属を酸化させなければならず、且つ、金属酸化の生産
物を溶解できなければならない。例えば、溶液は、溶解されるべき金属よりも酸化力のあ
る化合物と、酸との混合物であることができる。例えば、銅から作られるナノワイヤの場
合、範囲０．０１Ｍから１Ｍ（好ましくは０．１Ｍに等しい）の濃度のＨ２ＳＯ４と、範
囲０．３Ｍから０．００３Ｍ（好ましくは０．０３Ｍ）の濃度のＨ２Ｏ２との混合物を使
用することができる。
【００４７】
　例示する酸性溶液に代えて、塩基性溶液を使用してもよい。
【００４８】
　印加されるべきアノード電位または電流を要求する他の方法も、ナノワイヤの部分制御
溶解を可能にする。これらの方法のうち、定電流、定電位、または実際に直流もしくは交
流電位或いは電流を使用するパルスバイアスに言及することができる。そのような状況に
おいて、堆積ステップｉｖ）で使用したのと同じ溶液１中で溶解を実行することができる
。
【００４９】
　制御された部分的溶解ステップｉｖ）の終わりに得られる相互接続要素は、典型的には
、１平方センチメートル当たり１０７から１０１０のワイヤ数（ｗｉｒｅ・ｃｍ－２）（
好ましくは１０９のオーダ）を提示する。これらワイヤは、概して範囲５ｎｍから３００
ｎｍの、好ましくは１０ｎｍから２００ｎｍの直径、ならびに、概して範囲２００ｎｍか
ら２００μｍの、好ましくは範囲５００ｎｍから１００μｍの長さを提示する。一般的に
、ワイヤの長さは膜の厚さよりも小さいか等しい。
【００５０】
　相互接続要素の多孔率（「ブラシ」の総容積に対する空の空間の容積の比として定義さ
れる）は、正確な測定が困難ではあるが、典型的には、０．５から０．９の範囲にあり、
典型的には約０．７５である。
【００５１】
　図３Ａは、本発明の方法によって作られた相互接続要素１２の電子顕微鏡観察図である
。相互接続要素は銅基板２を備え、銅基板２はナノワイヤ２ａを有する。ナノワイヤ２ａ
は同じく銅から作られ、銅基板２の表面から突出する。これらナノワイヤは、約３μｍの
長さおよび約２００ｎｍの直径を提示する。ナノワイヤの密度Ｆは、約１０９／ｃｍ２で
ある。
【００５２】
　図３Ｂは、図３Ａに示されるタイプの２つの同じ相互接続要素１２および１２’を相互
に押圧することによって作られた相互接続の電子顕微鏡観察図である。機械的接続に関与
するナノワイヤ２ａおよび２ａ’が、相互に貫入して絡み合っていることが分かるであろ
う。相互接続は５０ＭＰａの圧力を加えることによって行われ、要素１２と１２’との間
に作用する結合力は、５Ｎ／ｃｍ２のオーダである。この相互接続は、明らかにナノワイ
ヤを損傷することなく、単に牽引力を加えることによって切断され得る。結合力を著しく
減少させることなく、相互接続の形成および切断の３つのサイクルを連続して実行するこ
とができる。
【００５３】
　更に一般的には、相互接続を形成するために使用する圧力は、２０ＭＰａから１００Ｍ
Ｐａの範囲にあり、結合力は３Ｎ／ｃｍ２から１０Ｎ／ｃｍ２の範囲にある。
【００５４】
　本発明の相互接続要素は、フリップチップ電子アセンブリを作るために使用することが
できる。そのような状況において、チップおよび集積回路上の金属メッキ区域は、表面上
にナノワイヤが電気化学的に堆積される基板として使用される。従来の電子アセンブリ手
法と比較して、このタイプの相互接続の使用は、はんだ付け工程の間にチップが過熱され



(10) JP 5374512 B2 2013.12.25

10

20

30

40

る危険性を回避するのに役立つ。加えて、テスト、修理、または置換目的のために必要と
なり得るチップの取り外しが、かなり容易になる。
【００５５】
　好ましくは、相互接続要素は、こうして電気接続および機械接続の双方を提供し、とき
には熱接続も提供する。しかしながら、これらの機能は別々であってもよい。
【００５６】
　本発明の特に有利な応用例は３次元集積にある。３次元集積は、例えばチップまたは小
型プリント回路等の平面デバイスを積み重ねることから成る。従来技術で公知の１つの３
次元集積手法が、欧州特許出願公開第０４９０７３９号明細書に記載されている。本発明
の相互接続要素は、様々な平面デバイスの間に機械接続および電気接続の双方を提供する
ことによって、そのような３次元デバイスの製作を簡易化することができる。このように
して製造された３次元デバイスは、分解可能であるという重要な利点を提示する。この利
点は、従来技術の手法を使用するときには、ほとんど想像できない。
【００５７】
　３次元集積は、熱放散の厳しい問題を提起する。本発明の相互接続要素は、図４Ａおよ
び図４Ｂで示されるように、この問題に対して独創的な解決法を提供し得る。
【００５８】
　図４Ａに、集積回路の３次元スタックの一部分を形成するマイクロ電子チップ２００を
示す。参照番号２１で示されるその上面および下面（図示されず）は、金属メッキ区域を
基板として使用して、本発明の方法によって作られた相互接続要素を保有している。実質
的に正方形形状の相互接続要素２２および２２’の２つのグループが見られる。これら相
互接続要素は、電気信号を通すのに役立ち、チップ２００とその上下に置かれるべき他の
チップ（図４Ｂの参照番号２１０および２２０）との間で、機械的結合を形成するのに貢
献する。相互接続要素２３および２４は、直線状ストリップである必要はなく、チップ２
００を一方の側から他方の側へ横断する並列ストリップの形態をしている。これら相互接
続要素はチップから電気的に絶縁されている（相互接続要素の基板は、例えば、ＳｉＯ２

から作られた絶縁層上に形成された金属メッキによって構成される）。同様に、ストリッ
プ２３と２４との間にあるチップ表面領域２５は、不動態化されている。チップの底面は
、並列ストリップ２６および２７の形態をした相互接続要素を同様に提示することが、図
中で見られ得る。
【００５９】
　対応する相互接続要素を提示する同じタイプの複数のチップが積み重ねられて相互に押
圧される場合は、図４Ｂで示されるタイプの３次元構造が得られる。
【００６０】
　図４Ｂに、ストリップ２３および２４の形態をした導体要素およびそれらのストリップ
間に画定された領域２５が、隣接するチップ２１０の対応部分と協同して、チャネルまた
は管３０を形成することを示す。相互接続要素２３および２４は、漏れのない壁を形成す
る。その結果、構造の電子回路によって放散された熱を除去するために、このチャネル（
および、様々なチップ間のインタフェースで形成されたチャネルの全て）において冷却流
体が流れるようにすることができる。
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【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ－４Ｂ】
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